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社会福祉法人西予市社会福祉協議会宇和支所 

訪 問 入 浴 介 護 事 業 契 約 書 

 

 

        （以下「利用者」という。）と社会福祉法人西予市社会福祉協議会（以下「事業者」と

いう。）は、社会福祉法人西予市社会福祉協議会宇和支所（以下「事業所」という。）から提供される訪問入

浴介護について次のとおり契約します。 

 

第１条（訪問入浴介護の目的） 

 事業者は、介護保険法等の関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し可能な限り居 

宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助

を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とします。 

 

第２条（契約期間） 

 この契約の契約期間は、令和  年  月  日から利用者の要介護認定の有効期間満 

了日までとします。 

２ 上記の契約期間満了の７日前までに、利用者から事業者に対して契約終了の申し出がな 

 い場合、契約は次の要介護認定の有効期間満了日まで自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。 

 

第３条（訪問入浴介護サービスの内容） 

  事業者は、訪問入浴介護サービスに従事する看護職員及び介護職員を利用者の居宅等に訪問させ、入浴、

清拭等、「重要事項説明書」に定められた訪問入浴介護サービスの中から適切に訪問入浴介護サービスを

提供します。 

 

第４条（訪問入浴介護サービス提供の記録等） 

  事業者は、訪問入浴介護の提供に関する記録をつけ、その完結の日から５年間保管します。 

２ 利用者は、自己に関する第１項の記録を閲覧、または複写物の交付を受けることができます。 

 

第５条（訪問入浴介護サービス利用料金及び費用等の支払い） 

  利用者は、第３条に定める訪問入浴介護サービスについて、「重要事項説明書」に定める所定の料金体

系に基づいた訪問入浴介護サービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分（自己負担分）を事

業者に支払います。 

２ 訪問入浴介護サービス利用料金及び費用は１ヶ月ごとに計算し、事業者がこれを利用月の翌月末日まで

に「重要事項説明書」に定める所定の方法で徴収します。 

３ １ヶ月に満たない期間の訪問入浴介護サービスに関する利用料金は、利用日数に基づい 

 て計算した金額とします。 

 

第６条（利用の中止、変更、追加） 

  利用者は、利用期日前において、訪問介護サービスの利用を中止又は変更する場合には、 

 訪問入浴介護サービスの実施日の前日までに事業者に申し出ます。 

２ 事業者は、第１項に基づく利用者からの訪問入浴介護サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪



問入浴に従事する看護職員（以下、「サービス従事者」という。）の稼働状況により利用者の希望する日時

に訪問入浴介護サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して協議します。 

 

第７条（利用料金の変更） 

  第５条第１項に定める訪問入浴介護サービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、

事業者は当該訪問入浴介護サービスの利用料金を変更することができます。 

２ 利用者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することがで 

 きます。 

 

第８条（事業者及び訪問入浴介護サービス従事者の義務） 

  事業者及びサービス従事者は、訪問入浴介護サービスの提供にあたって利用者の生命、身体、財産の安

全・確保に配慮します。 

２ 事業者は、訪問入浴介護サービス実施日において、サービス従事者により利用者の体調・健康状態から

みて、必要な場合には利用者またはその家族等から聴取・確認の上で訪問入浴介護サービスを実施します。 

３ 事業者は、訪問入浴介護サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確 

 認するなど医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。 

 

第９条（契約の終了事由、契約終了に伴う援助） 

  利用者は、以下の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供する

訪問入浴介護サービスを利用することができます。 

 一 利用者が死亡した場合 

 二 要介護認定により利用者の心身の状況が自立と判定された場合 

 三 事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合またはやむを得ない事由により事業所 

  を閉鎖した場合 

 四 事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 

 五 第７条第２項及び第１０条から第１２条に基づき本契約が解約または解除された場合 

２ 事業者は、前項第一号を除く各号により本契約が終了する場合には、利用者の心身の状 

 況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。 

 

第１０条（利用者からの中途解約） 

  利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了

を希望する日の７日前までに事業者に申し出ます。 

 

第１１条（利用者からの契約解除） 

  利用者は、事業者もしくはサービス従事者が以下の各号に該当する行為を行った場合には、本契約を解

除できます。 

 一 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問入浴介護サービスを実施しな

い場合 

 二 事業者もしくはサービス従事者が「重要事項説明書」に定める秘密保持に違反した場 

 合 

 三 事業者もしくはサービス従事者が故意または過失により利用者もしくはその家族等の身体・財産・信



用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

 

第１２条（事業者からの契約解除） 

  事業者は、利用者が以下の各号に該当する場合には、本契約を解除することができます。 

 一 利用者が契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、また

は不実の告知などを行い、その結果、本契約を契約しがたい重大な事情を生じさせた場合 

 二 訪問入浴介護ザービス利用料金の支払いが３ヶ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず

これが支払われない場合 

 三 利用者が、故意または重大な過失により事業者もしくはサービス従事者の生命・身体・財産・信用等

を傷つけ、または著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合 

  

第１３条（精算） 

  第９条第１項第二号から第五号により本契約が終了した場合において、利用者がすでに実施された訪問

入浴介護サービスに対する利用料金の支払い義務その他事業者に対する義務を負担しているときは、速や

かに精算します。 

 

第１４条（損害賠償責任） 

  事業者は、本契約に基づく訪問入浴介護サービスの実施に伴って、自己の責に帰すべき事由により利用

者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合に

は、利用者の置かれた心身の状況を推察して相当と認められるときに限り、損害賠償責任を減じることが

できます。 

２ 事業者は、前項の損害賠償責任を速やかに履行します。 

 

第１５条（損害賠償がなされない場合） 

  事業者は、自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ 

 以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を免れます。 

 一 利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを 

  告げず、または不実の告知を行なったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

 二 利用者が、訪問入浴介護サービスの実施のため必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを

告げず又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合 

 三 利用者の急激な体調の変化等、事業者が実施した訪問入浴介護サービスを原因としない事由にもっぱ

ら起因して損害が発生した場合 

 四 利用者が、事業者及びサービス従事者の指示・依頼に反して行なった行為にもっぱら起因して損害が

発生した場合 

 

第１６条（事業者の責任によらない事由による訪問入浴介護サービスの実施不能） 

  事業者は、本契約の有効期間中、地震・噴火等の天災その他自己の責に帰すべからざる 

 事由により訪問入浴介護サービスの実施ができなくなった場合には、利用者に対して既に実施した訪問入

浴介護サービスを除いて、所定の訪問入浴介護サービス利用料金の支払いを請求することはできません。 

 



第１７条（重要事項説明書） 

  事業者は、本契約を締結するにあたり、利用者に対して「重要事項説明書」に基づいて 

 重要な事項について説明したことを確認します。 

２ 利用者は、本契約を締結するにあたり、事業者から「重要事項説明書」に基づいて、重 

 要な事項について説明を受けサービスの提供に同意します。 

 

第１８条（合意管轄） 

  本契約に関して、やむを得ず訴訟をおこす場合は、事業者の所在地を管轄する裁判所を 

 第一審管轄裁判所とすることを、利用者及び事業者はあらかじめ合意します。 

 

第１９条（契約外条項） 

  この契約及び介護保険法等の関係法令で決められていない事項については、介護保険法 

 その他関係法令の趣旨を尊重し、利用者と事業者との協議により定めます。 

   上記の契約を証するため、本書２通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、 

  各１通を保有します。 

 

  令和   年   月   日 

 

  利用者（または代理人）：代理人の場合は、利用者との関係：           

    

住 所 ：                           

    

氏 名 ：                         印 

 

 

  利用者は、次の事由により署名ができないため、私が代筆します。 

    事 由 ・同意はあるが身体が不自由なため 

        ・同意の意思の表明をできないため 

        ・その他（                      ） 

 

  署名代筆者（利用者との関係：                   ） 

 

   住  所 ：                           

 

   氏  名 ：                         印 

 

  事業者 

   住  所 ： 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地  

   事業者名 ： 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会 

   代表者名 ：       会 長  宗 正 弘  

 



                                訪問入浴介護・宇和支所 

社会福祉法人西予市社会福祉協議会宇和支所 

訪問入浴介護事業重要事項説明書 

 

１ 事業者の概要 

法 人 名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会 

法 人 所 在 地 愛媛県西予市野村町野村１２号１５番地 

電 話 番 号 ０８９４-７２-２３０６ 

法 人 代 表 者 会 長 宗 正 弘 

設 立 年 月 日 平成１６年４月１日 

 

２ 事業所の概要 

事 業 所 名 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会 宇和支所 

事 業 所 所 在 地 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目７４６番地 

電 話 番 号 ０８９４-６２-３７７０ 

管 理 者 氏 名 宇都宮 信広 

事 業 所 番 号 ３８７１４０００６９ 

通常の事業の実施地域 愛媛県西予市 

事業所の運営方針 

 事業所の従事者は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助

を行なうことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図

ります。 

 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス

との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

開 設 年 月 日 平成１６年４月１日 

 

３ 職員の勤務体制（令和８年４月１日現在） 

職 種 人 員 数 職 務 の 内 容 

１管 理 者 １人  事業所の管理及び業務の管理を一元的に行なう。 

２看 護 員 １人以上 
指定訪問入浴介護の提供を行なう。 

３訪問入浴介護職員 ２人以上 

 

４ 営業日及び営業時間 

営 業 日 
 天災その他やむを得ず業務を遂行できない日を除き、月曜日から金曜日までとします。

ただし、祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日）は休業します。 

営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分 ただし、電話等により常時受付可能な体制とします。 

サービス提供日  全日とする。 

      ※ 必要のある場合は、希望により上記規定にかかわらず対応する。 

 

５ 当事業所が提供する訪問入浴介護サ－ビス 

当事業所では、利用者の家庭に訪問し、訪問入浴介護サービスを提供します。 



                                訪問入浴介護・宇和支所 

当事業所が提供する訪問入浴介護サービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

があります。 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

＜訪問入浴介護サービスの概要と利用料＞ 

利用者に対する具体的な訪問入浴介護サービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス

計画（ケアプラン）に定められます。以下の訪問入浴介護サービスについては、利用料金の大部分（通

常９割）が介護保険から給付されます。 

訪問入浴介護サービスの種類 訪問入浴介護サービスの内容 

健 康 チ ェ ッ ク 

 看護職員により、入浴の前後に血圧・脈拍等の測定をします。 

 健康チェックをして体調がよくないと看護職員及び主治医が判断した場

合は、訪問入浴介護サービスは実施しません。この場合は、利用料はいただ

きません。 

特 殊 浴 槽 の 搬 入  お客様が指定された居室へ特殊浴槽を搬入します。 

全 身 入 浴 
 担架ネットを使用し、全身入浴をしていただきます。また、体調に合わせ

て洗髪もします。 

清 拭 ・ 部 分 浴 
 身体状況等から全身入浴が困難な場合、希望により清拭または部分浴を行

います。 

 

① 訪問入浴介護サービス利用料 

   入浴サービスを利用した場合の基本料は以下の通りです。利用者負担額は、原則として基本利用料の

１割又は２割若しくは３割の額です。但し、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額負担と

なります。 

 

サービス提供区分 
基本利用料 

（1回） 

利用者負担額 

1割 2割 3割 

全 身 入 浴 １２，６６０円 1,266円 2,532円 3,798円 

清 拭 ・ 部分 浴 １１，３９４円 

（基本利用料の90/100） 
1,140円 2,279円 3,419円 

 

 ② 初回加算 

    新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、利用者に対して、初

回の訪問介護を行った場合、通常の利用料に下記の料金が加算されます。 

加 算 名 利用料 
利用者負担額 

1割 2割 3割 

初回加算 ２,０００円 200円 400円 600円 

 

 ③ サービス提供体制強化加算 

   当事業所が以下の条件に合致した場合、加算いたします。 



                                訪問入浴介護・宇和支所 

加算名 条件（下記参照） 基本利用料 
利用者負担額 

1割 2割 3割 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 
体制要件(1)(2)(3)及

び人材要件(1) 
440円（44単位） 44円 88円 132円 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 
体制要件(1)(2)(3)及

び人材要件(2) 
360円（36単位） 36円 72円 108円 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 
体制要件(1)(2)(3)及

び人材要件(3) 
120円（12単位） 12円 24円 36円 

   ※当事業所は、サービス提供体制強化加算（Ⅱ）を適用致します。 

 

サービス提供体制強化加算要件 

  ＜体制要件＞ 

  (1) 全ての訪問入浴介護従業者に対し、従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修を実施

又は実施を予定していること。 

  (2) 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は従業者の技術指導を

目的とした会議を定期的に開催すること。 

  (3) 全ての従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。 

  ＜人材要件＞ 

  (1)  事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 60以上又は勤続 10年以上

の介護福祉士の割合が 100分の 25以上のいずれかに該当すること。 

(2)  事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 40又は介護福祉士、実務者 

研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が 100分の 60以上であること。 

(3)  事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100分の 30又は介護福祉士、実務者 

    研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が 100分の 50以上、又は勤続 7年以上の

介護福祉士の割合が 100分の 30以上であること。 

 

 ④ 認知症専門ケア加算 

   以下の要件を満たす場合、上記①の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算名 加算の要件 加算額 

認知症専門ケア加算 

（Ⅰ） 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者が利用者の100分の50

以上 

・認知症介護実践リーダー研修修了者を認知症高齢者の日常生活自

立度Ⅱ以上の者が 20 名未満の場合は 1 名以上、20 名以上の場合

は 1に、当該対象者の数が 19を超えて 10又は端数を増すごとに

1を加えて得た数以上配置し、専門的な認知症ケアを実施 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上の者に対して、専門的な認

知症ケアを実施した場合 

・従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的

指導に係る会議を定期的に開催 

 

3単位／日 
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認知症専門ケア加算 

（Ⅱ） 

・認知症専門ケア加算（Ⅰ）の要件を満たすこと 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の20

以上 

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認

知症ケアを実施した場合 

・認知症介護指導者養成研修修了者を 1 名以上配置し、事業所全体

の認知症ケアの指導等を実施 

・介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実

施又は実施を予定 

 

4単位／日 

 

 ⑤看取り連携体制加算 

   以下の基準を満たす場合、上記①の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算名 利用者基準 事業所基準 加算額 

 

 

 

 

看取り連携

体制加算 

・医師が一般に認められている医

学的知見に基づき回復の見込みが

ないと診断した者 

・看取り期における対応方針に基

づき、利用者の状態または家族の

求め等に応じ、介護職員、看護職

員等から介護記録等利用者に関す

る記録を活用し行われるサービス

についての説明を受け、同意した

上でサービスを受けている者（そ

の家族等が説明を受け、同意した

上でサービスを受けている者を含

む） 

・病院、診療所または訪問看護ステーシ

ョン（以下「訪問看護ステーション等」）

との連携により、利用者の状態等に応じ

た対応ができる連絡体制を確保し、か

つ、必要に応じて当該訪問看護ステーシ

ョン等により訪問看護等が提供される

よう訪問入浴介護を行う日時を当該訪

問看護ステーション等と調整している 

・看取り期における対応方針を定め、利

用開始の際に、利用者またはその家族等

に対して、当該対応方針の内容を説明

し、同意を得ている 

・看取りに関する職員研修を行っている 

 

 

 

 

64単位/回 

  ※当事業所は、愛媛県へ届出書を提出した後、加算適用と致します。 

 ⑥ 介護職員処遇改善加算 

   厚生労働省が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府 

  県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合に、下 

  記のとおり加算されます。 

加算名 利用料（利用者負担額） 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 上記、①～⑤により算定した額（1ヶ月）の１０．０％に当たる額 

※ 当事業所は、介護職員処遇改善加算（Ⅰ）を適用致します。 

◇ 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、訪問入浴介護サービス利用料金の全額をいった 

んお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなり

ます。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サー

ビス提供証明書」を交付します。 

◇ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利用者の負担額を変更しま 
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す。 

◇ 介護保険給付の支給限度額を超える訪問入浴介護サービスを受けた場合、利用料金の全額を利用者 

に負担いただきます。 

 

（２）利用料金の全額を利用者に負担いただく場合 

介護保険給付の支給限度額を超える訪問入浴介護サービス 

 

（３）交通費 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所の訪問入浴介護サービスを利用される場

合は、訪問入浴介護サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

なお、本会が所有する自動車を使用した場合の交通費は、無料といたします。 

 

６ 利用料金等の支払い方法 

 前記の料金・費用は、１ヶ月ごとに計算し、請求しますので、利用月の翌月末日までに以下のいずれか

の方法でお支払い下さい。（１ヶ月に満たない期間の訪問入浴介護サービスに関する利用料金は、利用日

数に基づいて計算した金額とします。） 

 ア ご利用者の金融機関口座からの自動引き落とし 

   ご利用できる金融機関は、次のとおりです。 

    ゆうちょ銀行、伊予銀行、愛媛銀行、ＪＡ東宇和 

   ※ 引き落とし手数料は事業者が負担します。 

 イ 事業者指定の金融機関口座へのお振込み 

   事業者が指定した金融機関口座へお振込みいただきます。 

※ お振込みにかかる手数料は、ご利用者にご負担いただきます。 

 ウ 事業所への現金払い 

 

７ 訪問入浴介護サービス利用に関する留意事項 

（１）訪問入浴介護サービス提供を行うサービス従事者 

訪問入浴介護サービス提供にあたっては、複数のサービス従事者が交替して訪問入浴介護サービスを

提供します。 

（２）訪問入浴介護サービス従事者の交替 

 ① 利用者からの交替の申し出 

選任されたサービス従業者の交替を希望する場合には、お申し出下さい。ただし、サービス従業者

の稼動状況等でご希望に添えない場合もあります。 

 ② 事業者からのサービス従事者の交替 

事業者の都合により、サービス従事者を交替することがあります。ただし、サービス従事者を交替

する場合は利用者及びその家族等に対して訪問入浴介護サービス利用上の不利益が生じないよう十

分に配慮します。 

（３）訪問入浴介護サービス実施時の留意事項 

① 定められた業務以外の禁止 

利用者は「当事業所が提供する訪問入浴介護サービス」で定められた訪問入浴介護サービス以外の

業務を事業者に依頼することはできません。 
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② 訪問入浴介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問入浴介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。ただし、事業者は訪

問入浴介護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮します。 

③ 備品等の使用 

訪問入浴介護サービス実施のために必要な備品等（ガス・電気を含む）は無償で使用させていただ

きます。サービス従事者が事業所及び主治医等に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

  ④ 水道水の使用 

   ア 訪問入浴介護サービスの実施ために必要な水道水は利用者負担とさせていただきます。 

   イ 消毒管理されている、利用者宅の水道水を使用した場合であっても、入浴水を起因とする感染症 

  が発生した場合については事業所の責任として、対応いたします。 

（４）訪問入浴介護サービス内容の変更 

訪問入浴介護サービス利用当日に、利用者の体調等の理由で予定されていた訪問入浴介護サービスの

実施ができない場合には、訪問入浴介護サービス内容の変更を行います。その場合、事業所は、変更し

た訪問入浴介護サービスの内容に応じた訪問入浴介護サービス利用料金を請求します。 

（５）サービス従事者の禁止行為 

訪問入浴介護サービス従事者は、利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供にあたって、次に該当

する行為は行いません。 

①主治医の指示なしに行う医療行為 

②利用者もしくはその家族等からの金銭および物品等の授受 

③利用者の家族等に対する訪問入浴介護サービスの提供 

④飲酒及び喫煙 

⑤利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

８ 緊急時等における対応方法 

（１）サービス従事者は、訪問入浴介護サ－ビスを実施中に利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた

時は、速やかに主治医または協力医療機関等へ連絡する等の措置を講じます。 

（２）利用者及びその家族に対し、緊急時の対応について事前に助言等の援助を行います。 

事業者が契約している協力医療機関 

西 予 市 立 

西 予 市 民 病 院 

院 長 菊 池 良 夫 

所 在 地 愛媛県西予市宇和町永長１４７番地１ 

電 話 番 号 ０８９４―６２―１１２１ 

医 療 法 人 

あ じ き 医 院 

院 長 安 食 研 治 

所 在 地 愛媛県西予市明浜町高山甲３６３０番地 

電 話 番 号 ０８９４―６４―０３３１ 

医 療 法 人 

狩 江 あ じ き 医 院 

院 長 安 食 研 治 

所 在 地 愛媛県西予市明浜町狩浜２番耕地１３２１番地４ 

電 話 番 号 ０８９４―６５―０３０２ 

西 予 市 国 民 健 康 

保 険 二 及 診 療 所 

所 長 宇 都 宮 嘉 一 

所 在 地 愛媛県西予市三瓶町二及２番耕地６８４番地１ 
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電 話 番 号 ０８９４－３３－３１４０ 

西予市国民健康保険

周 木 診 療 所 

所 長 宇 都 宮 嘉 一 

所 在 地 愛媛県西予市三瓶町周木１番３２１番地２７ 

電 話 番 号 ０８９４―３３―０２９１ 

西 予 市 立 

野 村 病 院 

院 長 大 塚 伸 之 

所 在 地 愛媛県西予市野村町野村９号５３番地 

電 話 番 号 ０８９４－７２－０１８０ 

 

９ 秘密保持 

（１）サービス従事者及びその他事業関係職員（以下「従業者」という。）は、業務上知り得た利用者また

はその家族の秘密を保持します。 

（２）事業者は、従業者であった者に業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業

者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容としておりま

す。 

（３）あらかじめ文書により利用者の同意を得ない限り、サ－ビス担当者会議等において利用者またはその

家族の個人情報を用いません。 

 

１０ 虐待の防止 

   当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するために、次に掲げる措置を講

じます。 

（１）虐待防止に関する担当者を選定 

虐待防止に関する担当者   管理者   宇都宮 信広 

（２）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従事者に周知徹底を図

ります。 

（３）虐待防止のための指針を整備いたします。 

（４）従事者に対し、虐待を防止するための定期的な研修を実施いたします。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従事者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを西予市に通報いたします。 

（６）上記の虐待防止措置が未実施の場合は、減算（所定単位数の 100分の 1）の対象となります。 

 

１１ 衛生管理等 

（１）従事者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（２）事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

（３）事業所において感染症が発生し、又は、まん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね 6 月に 1

回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底いたします。 

  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備いたします。 

  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施いたします。 
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１２ 身体的拘束等の適正化の推進 

（１）利用者又は他の利用者等の生命、又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束

等を行わない。 

（２）身体的拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由等を記録いたします。 

 

１３ 業務継続計画の策定等 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供を継続的に実施するた

めの、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策定し、当該業務継続

計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従事者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施いたし

ます。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

（４）上記の業務継続計画等が未実施の場合は、減算（所定単位数の 100分の 1）の対象となります。 

 

１４ 苦情処理の体制等 

  事業者は、提供した訪問入浴介護サービスに対する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、 

相談・苦情窓口を設置しています。また、苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するとと 

もに、その改善に努めます。 

 

 ○ サービス内容に関する相談・苦情窓口 

   当事業所の訪問入浴介護サービスに関する相談・苦情及び居宅サービス計画に基づく提供サービスに

ついての相談・苦情はこちらまで。 

   ・担   当：宇 都 宮 信 広（うつのみや のぶひろ） 

   ・電   話：０８９４-６２-３７７０ 

   ・Ｆ Ａ Ｘ：０８９４-６９-１３６３ 

   ・受付時間等：重要事項説明書１ページに記載の「４ 営業日及び営業時間」です。 

          ※ 月曜日～金曜日 の 午前８時３０分～午後５時１５分 

   上記以外にも、次のような相談窓口があります。 

西予市福祉事務所 

長 寿 介 護 課 

介 護 保 険 係 

所 在 地：愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１ 

電   話：0894-62-6406 ・ ＦＡＸ：0894-62-6543 

受付時間等：月曜日～金曜日 の 午前８時３０分～午後５時１５分 

愛媛県国民健康 

保険団体連合会 

所 在 地：愛媛県松山市高岡町１０１番地１ 

電   話：089-968-8700 ･ ＦＡＸ：089-968-8717 

受付時間等：月曜日～金曜日 の 午前９時～午後５時                 

１５ 事故発生時の対応及び損害賠償 

（１）事業者は、利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供により事故が発生した場合は、関係市町村、

当該利用者の家族等、当該利用者にかかる担当居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、事故の状

況及び事故に際してとった処置等を記録し、必要な措置を講じます。 
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（２）事業者は、利用者に対する訪問入浴介護サービスの提供により、利用者に生じた損害について不可抗

力による場合を除き、賠償する責任を負います。ただし、利用者またはその家族等に故意または重大な

過失がある場合は、損害賠償責任を減ずることができます。 

（３）事業者は、次に掲げる損害賠償保険に加入しています。 

保 険 会 社 名 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 

保 険 名 社協の保険 

賠償補償の内容 

 社会福祉協議会の事務所の内外を問わず、社会福祉協議会及びその役員・職員

が業務遂行上、第三者の身体または財物に損害を与え、その結果、法律上の賠償

責任を負った場合にその損害を補償します。 

１６ 提供するサービスの第三者評価の実施状況 

  【実施済の場合】 

    ○ 実施年月日        年  月  日 

    ○ 実施評価機関の名称 （                            ） 

    ○ 実施結果の開示状況 （                            ） 

  【未実施の場合】  未実施 

                                年   月   日 

 

事業者は、利用者に対する訪問入浴サービスの提供開始に当たり、重要事項説明書に基づいて、 

サービス内容及び重要事項を説明しました。 

 

 

 事業所 

  住   所 ： 愛媛県西予市宇和町卯之町四丁目７４６番地 

  氏   名 ： 社会福祉法人 西予市社会福祉協議会宇和支所 

 

  説 明 者 ：                   印 

 

 

利用者は、事業者から重要事項説明書に基づいて、サービス内容及び重要事項の説明を受け、 

訪問入浴サービスの提供開始に同意しました。 

 

 利用者（または代理人）：代理人の場合は、利用者との関係：            

 

  住  所 ：                        

 

  氏  名 ：                      印 

 

                              印 


